
 

 

 

 

 

 

 

１ 意見を募集する事項 

新県立体育館の整備について 

２ 募集の趣旨 

県教育委員会では新県立体育館の整備について、整備の考え方や体育館の役割、基本的な機能、

施設の内容、建設手法・管理運営方法、建設地からなる「新県立体育館整備の基本的な方針」を

定めました。今後、施設の規模や配置などの体育館の施設概要等を内容とする基本計画を策定す

るにあたり、広く県民の皆様の意見を募集します。 

３ 意見募集期間 

平成２９年１月１０日（火）から平成２９年２月９日（木）まで 

４ 案件（別紙） 

①新県立体育館の整備に向けての検討経緯 

②新県立体育館整備の基本的な方針 

③関係資料：サンポート高松参考図 

５ 意見の提出方法 

①案についての意見は、下記の提出先へ郵送(平成２９年２月９日消印有効)、持参、ＦＡＸ、

電子メールで提出してください。電話による受付はしません。 

②意見を記載する様式は任意ですが、氏名、住所、電話番号を明記してください。意見の内容

以外は公表しません。 

③意見は、日本語による文書(電子文書を含みます。)で提出してください。 

④意見が大部になる場合には、要約を添付してください。 

６ 募集結果の発表方法 

提出された意見は、これに対する香川県の考え方とともに整理した上で、教育委員会事務局保

健体育課や県民室、各県民センターの窓口と県ホームページ上で平成２９年３月頃に発表します。

意見について、直接個別には回答しません。 

７ 提出先（問い合わせ先） 

教育委員会事務局保健体育課 総務・施設グループ 

〒760-8582 高松市天神前６番１号 

電話：087-832-3761／FAX：087-806-0235 

電子メールアドレス：hokentaiiku@pref.kagawa.lg.jp 

新県立体育館の整備について 

パブリック・コメント（意見公募）を実施します 
 


